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南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031

【中央庁舎】
議会事務局☎43-5005
市長公室☎43-5002
総務部
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局
   ☎43-5004

【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040

【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課
　　☎37-3020

【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029

【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
下水道部
　企業経営課☎50-3036
　下水道課☎50-3039
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

　　　 みなさんのお役に立ちます
　　○植木剪定　　○大工・左官仕事　　○農作業　　○除草・草刈　　○軽作業

　　○施設管理　　○清掃　　○毛筆筆耕　　○家事手伝い（掃除・洗濯・食事支度）など

　　 お気軽にお電話下さい           どんな仕事でもご相談下さい         

　（公社）南あわじ市シルバー人材センター
　　〒 656-0478　南あわじ市市福永 358-1（三原庁舎内）
　　TEL ／ 0799-42-5339　　FAX ／ 0799-42-6044

広田事業所　TEL ／ 0799-45-0012

福良事業所　TEL ／ 0799-52-0070

西 淡 窓 口　TEL ／ 0799-36-2083

会　員
募集中

　   決  定！

保険料率 26・27年度

均等割額 47,603円

所得割率 9.70％

※医療給付費の増加などによる保険料の大幅な上昇を抑制する
趣旨から、広域連合決算剰余金約３９億円の全額活用と、兵庫県
に設置されている財政安定化基金から約３４億円を取り崩して、
合計約７３億円を繰り入れることにより、一人当たり保険料額の
上昇幅を８３３円（均等割額を１，６００円、所得割率を０．５６ポイ
ント）、１．１％の伸び率の上昇に抑えています

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が
次の基準以下の世帯

軽減割合
（軽減後：年額）

基礎控除額
33万円

被保険者全員の各所得（年金所得は
控除額を80万円として計算）が０円 

９割
（4,760円）

上記以外   　8.5割（注１）
（7,140円）

基礎控除額33万円＋24.5万円×被保険者の数 ５割
（23,801円）

基礎控除額33万円＋45万円×被保険者の数 ２割
（38,082円）

保険料額（年額）

上限５７万円

均等割額

４７,６０３円

所得割額

（※総所得金額等ー３３万円）×所得割率９．７０％

※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。（ここでいう控除額とは、公的年金
等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除（社会保険料控除、扶養控除等）
は含みません。）

　後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率（均等割額と所得割率）
は２年ごとに見直されます。

　年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負

担する「所得割額」の合計となります。

　保険料額（年額）の上限が５５万円から５７万円に変更となります。

　以下の人は、平成 25 年中の所得に応じて平成 26 年度の保険料額が軽減されます。

平成 26 年度から５割及び２割の軽減対象が拡大しました。（５割軽減の基準について、

２４．５万円を乗ずる被保険者数の範囲に被保険者である世帯主を含めるよう変更になりま

した。２割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額が３５万円から４５万円に変更
になりました）

　個人ごとの保険料額は７月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。

❷所得割額
　所得割額算定にかかる所得（総所得金額等－基礎控除額３３万円）が、５８万円

　（年金収入のみの場合は２１１万円）以下の人は、所得割額が５割軽減されます。

問保険課☎４４–３００３
問後期高齢者医療広域連合（コールセンター）☎０７８–３２６–２０２１

　制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、
当分の間、所得割額はかからず、均等割額が５割軽減されます。

　さらに特例として、平成 26 年度は、均等割額が９割軽減され、年額４，７６０円
となります。

　なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象にはなりません。

◆保険料率（平成26・27年度）

後 期 高 齢 者 医 療 制 度
平成 26・27 年度の保険料率を決定しました

※65歳以上の公的年金
受給者は、総所得金額等
から年金所得の範囲内
で最大15万円を控除し、
軽減判定されます。

（注１）本来は7割軽減で
すが、軽減措置で平成26
年度は8.5割軽減となり
ます。

❶均等割額
▼平成2５年中の世帯（世帯主と世帯内の被保険者）の総所得金額等が一定の金額以下の人

＝ ＋
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５
月
は
、
消
費
者
月
間
で
す
！

　

近
年
、
高
齢
者
の
消
費
者
被

害
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

一
度
被
害
に
あ
っ
た
高
齢
者
が
再

び
狙
わ
れ
る
「
二
次
被
害
」
も
増
加

傾
向
で
す
。
市
で
は
、
平
成
22
年
４

月
か
ら
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
設
置

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
開
設
日
時

月
曜
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
）

午
前
９
時
～
正
午
、午
後
１
時
～
４
時

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
43
・
５
０
９
９

　

新
婚
世
帯
へ
家
賃
補
助
制
度

❼
家
賃
（
共
益
費
・
駐
車
場
使
用

料
等
を
除
く
）
が
月
３
万
円
以

上
で
あ
る
こ
と

❽
家
賃
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

（
後
日
請
求
書
提
出
時
に
確
認
）

❾
新
婚
世
帯
の
前
年
の
年
間
総
収

入
が
６
０
０
万
円
以
下
又
は

総
所
得
金
額
が
４
２
６
万
円

以
下
で
あ
る
こ
と

※
所
得
の
あ
る
者
が
２
人
以
上
い

る
と
き
は
、
主
た
る
収
入
者
の

収
入
（
所
得
）
に
他
の
収
入
者

の
収
入
（
所
得
）
の
２
分
の

１
を
加
え
た
額
を
総
収
入
（
所

得
）
金
額
と
み
な
し
ま
す

補
助
金
の
交
付
期
間

　

交
付
期
間
は
認
定
日
の
月
か
ら

補
助
金
交
付
事
由
が
消
滅
し
た
日

の
前
月
ま
で
と
し
、最
長
36
ヶ
月

間
と
す
る
。た
だ
し
、婚
姻
届
出
日

の
月
か
ら
数
え
て
48
ヶ
月
を
超
え

る
分
に
つ
い
て
は
交
付
し
ま
せ
ん
。

問
少
子
対
策
課
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３
０
４
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市
で
は
若
者
の
市
内
へ
の
定

住
と
民
間
賃
貸
住
宅
の
活
用
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、新
婚
世

帯
へ
月
額
上
限
1
万
円（
最
長

３
年
）の
家
賃
補
助
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

補
助
金
の
交
付
要
件

❶
婚
姻
届
出
日
よ
り
４
年
以
内

の
申
請
で
あ
る
こ
と

❷
夫
婦
の
合
計
年
齢
が
申
請
時
点

で
満
80
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

❸
婚
姻
届
出
日
の
前
１
年
以

内
、
後
４
年
以
内
に
市
内
の

民
間
賃
貸
住
宅
と
賃
貸
契

約
を
結
ん
で
い
る
こ
と

❹
当
該
住
宅
が
申
請
者
の
１
親

等
の
親
族
（
両
親
）
の
所
有

で
な
い
こ
と

❺
同
上
の
住
所
で
住
民
票
に
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
新
婚

世
帯
及
び
同
居
者
）

❻
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と
（
新
婚
世
帯
及
び
同
居
者
）

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
の
医
療
費
窓
口
負
担

◆
医
療
費
の
窓
口
負
担
に
つ

い
て
、平
成
26
年
4
月
2
日
以

降
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
人

（
誕
生
日
が
昭
和
19
年
4
月
2

日
以
降
の
人
）は
、70
歳
の
誕
生

日
の
翌
月
か
ら
２
割
負
担
と
な

り
ま
す
。（
※
た
だ
し
各
月
１
日

が
誕
生
日
の
人
は
そ
の
月
か
ら

２
割
負
担
）

【
例
】昭
和
19
年
4
月
2
日
か
ら

昭
和
19
年
5
月
1
日
生
ま
れ
の

人
は
、平
成
26
年
5
月
診
療
か

ら
2
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

◆
平
成
26
年
4
月
１
日
ま
で

に
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
人

（
誕
生
日
が
昭
和
19
年
4
月
1

日
ま
で
の
人
）は
、平
成
26
年
4

月
以
降
も
１
割
負
担
の
ま
ま
変

わ
り
ま
せ
ん
。

◆
な
お
、一
定
の
所
得
が
あ
る
人
は

こ
れ
ま
で
ど
お
り
３
割
負
担
で
す
。

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３

区　　　分 自己負担割合 備　　　考

❶現役並み所得者     
   （一定の所得がある人） ３割負担 医療費の窓口負担は、これまでどお

り３割です。

❷現役並み
所得者以外

昭和19年４月２日
以降に生まれた人 ２割負担

70歳の誕生月の翌月（ただし、各月
１日が誕生日の人はその月）の診療
から、窓口負担が２割になります。

昭和19年４月１日
以前に生まれた人 １割負担 医療費の窓口負担は、これまでどお

り1割です。

　  補   助  

国
民
健
康
保
険

◆兵庫県の保険料計算方法(平成26・27年度) 

◆保険料額の通知について

◆所得の低い人の軽減

◆被扶養者だった人の軽減


